
当供託所（新潟地方法務局新津支局）の

日本銀行（取扱店）が，次のとおり変更となります。

現行の取扱店： 第四銀行新津支店
（日本銀行新津代理店：新潟市秋葉区新津本町２丁目４番１５号）

新たな取扱店： 日本銀行新潟支店
（新潟市中央区寄居町３４４番地）

営業時間：９時から１５時まで

取扱店変更日： 平成３０年６月１日 （金 ）

供 託 手 続 関 係

ご不明な点は，お問い合わせください。

〒９５６-００３１ 新潟市秋葉区新津４４６３番地１

新潟地⽅法務局新津⽀局 電話：０２５０-２２-０５４７

✓ 金銭の供託については，供託所（法務局）及び日本銀行（取扱店）

に行かずに，「 」をすることができます。

✓ 日本銀行（取扱店）に行かずに「 」で供託金を納付する

こともできます。

※ 現行取扱店の変更日以降の供託物の納付は，日本銀行新潟支店

での手続となりますので，ご注意ください。


